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（備　考）

令和８年度　高知市就学援助認定申請書（世帯票）

日月年令和

－

－

－

高知市教育長　様
　就学援助を受けたいので、この申請書により認定の申請をします。また、次の事項について同意し、及び委任することを承諾します。

日　中
連絡可能
な連絡先

高知市

持ち家

T・S
H・R

年 月 日

)

申請する
児童生徒
に○

世　帯　の　状　況　（　申　請　す　る　児　童　生　徒　を　含　む　。　）

氏　　　　名

月 日

T・S
H・R

年

－

支店番号
普通預金の口座番号
（７桁・右詰め）

月 日

T・S
H・R

 要保護 ・ 準要保護

継 続 ・ 世 変 ・ 新 規

申請者の令和７年１月１日現在の住所（上記現住所と違う場合に記入）

令　和　８　年　度
学　　　校　　　名

T・S
H・R

日月年

T・S
H・R

円）

※署名又は記名押印

賃貸住宅（月額：

  申請者
  （保護者）

現
住
所

住
居
状
況

学年

印

 フリガナ（

（同意）
１　就学援助の審査のために、世帯の状況欄に記載の者全員から次のことについて同意の意思を確認しています。
　⑴　住民基本台帳情報、生活保護情報、個人市民税課税台帳情報及びその他関係事項を、教育委員会が調査・閲覧すること。
　⑵　申請書の記載事項及び調査・閲覧事項を電子計算機に登録し、事務処理に活用すること。
２　申請児童生徒の属する申請世帯が生活保護受給中であって、申請書の記載内容に不備がある場合は、就学援助の認定の可否に影響のない
　範囲で教育委員会が修正等すること。
３　申請児童生徒の属する世帯の状況に変更がない場合は、翌年度以降においても本申請書の記載内容に基づき、教育長が就学援助の認定の
　審査を行うこと。
（委任）
　就学援助の認定を受けた場合に支給される就学援助費について、請求、受領、返納、物品購入等に関する権限を学校長に委任すること（委
任を受けた学校長が当該権限を就学援助を現物により提供する者に委任することを含む。）。
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T・S
H・R

年 月 日

備　　　考
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年

年 月 日

T・S
H・R

年 月 日

T・S
H・R

年 月 日

T・S
H・R

年 月 日

区
分

様式第１号(第３条関係)

※　契約書の写し、支払証明等の提出を求める場合があります。

　就学援助費の支給については、次の口座へ振込をしてください。

月 日

年

世 帯 主
との続柄

生　年　月　日

T・S
H・R

年 月 日

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

支店名

店

口座名義人
（カタカナ）

※申請者名義に限る。銀行・農協・金庫

教
育
委
員
会
記
入
欄

支給開始日 年 月 日

申
　
　
請
　
　
者
　
　
記
　
　
入
　
　
欄

金
融
機
関
名

振
込
依
頼
口
座

書類受理日


